
問 石岡保健センター ℡ 24-1386　八郷保健センター ℡ 43-6655

5 月　健康・相談カレンダー

行 事 名 対 象 者  日 に ち 時 間 会 場

マタニティスクール
（要申込）

バースビクス  29 日金  9:30 ～ 12:00 八郷保健センター
パパママスクール 16 日土  8:45 ～ 12:00

４～５か月児健診 令和 元 年 11・12 月生 12 日火 12:50 ～ 13:20 石岡保健センター

１歳児健康相談
平 成 31 年 4 月・ 令 和
元年 5 月生

8 日金 12:50 ～ 13:20 八郷保健センター

１歳６か月児健診 平成 30 年 9・10 月生 19 日火 12:50 ～ 13:20 石岡保健センター

２歳児母子歯科健診 平成 30 年 1・2 月生 20 日水 12:50 ～ 13:20 石岡保健センター

３歳児健診 平成 29 年 1・2 月生 27 日水 12:50 ～ 13:20 石岡保健センター

子育て相談室
（要申込）

妊産婦・乳幼児
 月～金
 （祝日を
   除く）

9:00 ～ 16:00
子育て世代包括支援センター

石岡 ℡ 24-1390
八郷 ℡ 43-6655

妊娠中・子育て中のみなさん

こころの健康
精神デイケア（要申込）
■日にち：13 日水（八郷保健センター）
■時　間：９:30 ～ 11:00
こころの健康相談（要申込）
■日にち： 13 日水（八郷保健センター）
　　　　　18 日月（石岡保健センター）
■時　間：13:30 ～ 15:30
こころといのちの電話相談　
■日にち：12 日火
■時間：９:00 ～ 12:00・13:00 ～ 16:00
　　　　℡ 43-6655（八郷保健センター内）

健康相談・健診結果説明会（要申込）

■日にち：11 日月（八郷保健センター）
26 日火（石岡保健センター）

■時　間：９:30 ～ 11:00

内科・小児科緊急診療
問石岡市医師会病院　℡ 23‒3515

〈休日〉3・4・5・6・10・17・24・31 日
　受付：９:00 ～ 11:30  ・  13:00 ～ 15:30

〈夜間〉3・4・5・6・10・17・24・31 日
　受付 ：18:00 ～ 21:30
※令和２年７月から、内科・小児科緊急診療およ
び外科の休日診療は実施しません。詳しくは本号
裏表紙をご覧ください。 

日にち 当 番 医 電話番号 

　
　
　
外
　
科
　
　
　

3・6・17 山王台病院 26-3130
4 石岡第一病院 22-5151

5 石岡循環器科脳神経外科
病院 58-5211

10 石岡市医師会病院 22-4321
24 八郷整形外科内科病院 46-1115
31 府中クリニック 22-2146

　
　   

歯
　
科

3 今松歯科医院 029-833-
0200

4 親見歯科医院 24-4182
5 加藤歯科医院 24-2222

6 にとう歯科医院 029-898-
3718

休日診療（休日診療当番医）
受付：9:00 ～ 11:30 ・13:00 ～ 15:30

防災行政無線 無料テレフォンサービス　℡ 0120-99-6907（通話料無料）  広報いしおか 4 月 15 日号　№３４９  　　６

※詳しい対象者は個別通知・市ホームページでご確認ください。

広 告 掲 載 欄 広 告 掲 載 欄



　
　

法
律
相
談
（
１
人
30
分
）

日
時
／
12
・
19
・
26
日
火

　
午
後
１
時
～
４
時
（
要
申
込
）

場
所
／
石
岡
市
役
所

行
政
相
談
・
許
認
可
相
談

日
時
／
８
日
金
午
後
１
時
～
３
時

場
所
／
中
央
公
民
館

問
秘
書
広
聴
課
（
本
庁
）

　

℡
23
・
７
２
７
４

---------------------------------

女
性
の
た
め
の
困
り
ご
と
相
談

日
時
／
７
・
14
・
21
日
木
（
要
申
込
）

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

場
所
／
石
岡
市
役
所

問
政
策
企
画
課
（
本
庁
）

　

℡
23
・
７
２
７
７

---------------------------------

休
日
納
税
相
談

日
時
／
2
・
9
・
16
・
23
・
30
日
土

午
前
９
時
～
午
後
４
時

夜
間
納
税
相
談

日
時
／
13
・
20
・
27
日
水

　
午
後
５
時
15
分
～
７
時

場
所
（
共
通
）
／
石
岡
市
役
所

問
収
納
対
策
課
（
本
庁
）

　

℡
23
・
７
２
９
６

心
配
ご
と
相
談

日
時
／
８
・
22
日
金

　
午
後
１
時
～
３
時

場
所
／
石
岡
市
役
所

日
時
／
14
・
28
日
木

　
午
後
１
時
～
３
時

場
所
／
農
村
高
齢
者
セ
ン
タ
ー

※
受
付
は
午
後
２
時
30
分
ま
で

問
社
会
福
祉
協
議
会

　
℡
22
・
２
４
１
１

---------------------------------
身
体
障
害
者
（
児
）・
戦
傷
病
者

補
装
具
等
巡
回
相
談

日
時
／
20
日
水 

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

場
所
／
ワ
ー
ク
ヒ
ル
土
浦

問
社
会
福
祉
課
（
本
庁
）

　
℡
23
・
５
５
６
９

---------------------------------

教
育
相
談

日
時
／
月
～
金 

午
前
９
時
30
分

　
～
正
午
・
午
後
１
時
～
５
時

問
教
育
相
談
室

　
（
府
中
小
学
校
内
）

　
℡
24
・
５
５
１
９

---------------------------------

家
庭
教
育
相
談

日
時
／
相
談
者
と
相
談
の
上
決
定

（
要
申
込
）

問
生
涯
学
習
課
（
支
所
）

　
℡
43
・
１
１
１
１

５
月
の
各
種
相
談

問石岡市役所（本庁） ℡ 23-1111（代表）

り
、
母
親
が
退
去
の
立
会
い

を
し
た
。
壁
や
床
な
ど
の
補

修
費
用
や
清
掃
代
等
で
合
計

13
万
５
千
円
に
な
り
、
敷

金
９
万
円
を
差
し
引
い
た

４
万
５
千
円
を
請
求
さ
れ

た
。
精
算
書
の
内
容
に
納
得

が
い
か
ず
、
入
居
時
、
壁
や

床
は
新
品
で
は
な
か
っ
た
と

不
動
産
屋
に
言
っ
た
ら
、
新

品
だ
っ
た
と
言
わ
れ
た
。
指

摘
さ
れ
た
シ
ミ
や
傷
に
つ
い

て
も
娘
は
や
っ
て
い
な
い
と

言
っ
て
い
る
。

ひ
と
こ
と
ア
ド
バ
イ
ス

●
国
土
交
通
省
の
「
原
状
回

復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
通
常
使

用
に
よ
る
破
損
や
経
年
変
化

に
よ
る
も
の
は
家
主
の
負

担
、
通
常
の
使
用
方
法
を
超

え
る
使
い
方
に
よ
っ
て
生
じ

た
も
の
は
借
主
（
入
居
者
）

の
負
担
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
入
退
去
時
は
、
で
き
る
限

り
家
主
や
仲
介
業
者
な
ど
の

家
主
側
と
一
緒
に
部
屋
の
現

状
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
そ

の
際
、
確
認
し
た
内
容
を
メ

モ
に
残
し
た
り
、
修
繕
が
必

要
と
さ
れ
る
箇
所
の
写
真
を

撮
っ
た
り
、
証
拠
と
な
る
記

録
を
残
す
こ
と
が
大
切
で

す
。

●
修
繕
費
用
を
請
求
さ
れ
た

場
合
、
内
容
を
よ
く
確
認

し
、
納
得
出
来
な
い
点
は
家

主
側
に
十
分
な
説
明
を
求
め

ま
し
ょ
う
。

●
退
去
時
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未

然
に
防
ぐ
に
は
、
入
居
前
に

部
屋
に
傷
や
汚
れ
が
な
い
か

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
は
借
主
負
担
と
す
る
な
ど

の
特
約
は
原
則
と
し
て
有
効

と
な
る
た
め
、
契
約
前
に
契

約
書
を
よ
く
読
み
、
退
去
時

の
特
約
等
を
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

●
困
っ
た
と
き
は
、
早
め
に

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

生活ホットライン　身近な消費生活トラブルの予防と対策

　
大
学
生
の
娘
が
１
年
程
入

居
し
た
築
20
年
の
ア
パ
ー

ト
を
退
去
す
る
こ
と
に
な

賃貸住宅の
　  退去トラブルを防ぐには 

防災無線の放送内容が聞き取れなかったときには…

問消費生活センター
　（市役所本庁舎内）℡ 22-2950
受付時間／月～金の午前 10 時～正午
　　　　　　　　　午後 1 時～ 4 時 30 分

 　　　　　　７　　  広報いしおか 4 月 15 日号   №３４９


